
改訂版

- 1,721円／月
- 3,634円／月

775円／日 829円／日 579円／日 -
823円／日 877円／日 692円／日 -
884円／日 938円／日 803円／日 -
935円／日 989円／日 935円／日 -
989円／日 1,042円／日 1,065円／日 -

- - 全入所者へ加算
18円／日 72または144円／月 全利用者へ加算　（通所の支援1は月72円、支援2は月144円）　

- - 疾病治療の一環として療養食が提供された場合
- - 入所者の栄養状態を適切にアセスメントした場合

5円／6ヶ月（1回） 5円／6ヶ月（1回） ６ヶ月毎栄養状態を適切にアセスメントした場合
- - 入所日から30日間のみ加算
- - 外泊初日及び最終日は含めない
- - 外泊初日及び最終日は含めない※在宅サービス利用時

- - 歯科医、歯科衛生士と連携し適切な口腔ケアを実施した場合

- - 入所後３ヶ月以内に集中的にﾘﾊﾋﾞﾘを行った場合
- - 褥瘡発生予防のため、計画的に管理した場合（3月に1回を限度）

- - 支援計画に基づく支援を継続して実施した場合
- - ケアプランに基づき送迎を行った場合
- - 個別のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実施した場合
- - 要介護４又は５の厚生労働大臣が定める状態の方

50円／回 - 入浴を行った場合
20円／回 - 全通所者対象（個別リハビリ提供時算定）
330円／月 330円／月 全通所者対象（個別リハビリ提供時算定）
110円／日 - 退院（所）後３ヶ月以内に集中的にﾘﾊﾋﾞﾘを行った場合

▲47円／片道 - 事業所が送迎を実施していない場合
- 225円／月 個別に運動機能向上サービスを行った場合（要支援）
- 120円／月 要支援状態の維持・改善が認められた場合
- - 経口移行計画を作成し栄養管理を行った場合
- - 経口維持計画を作成し特別な管理を行った場合
- - 経口維持加算（Ⅰ）に加えて更なる専門的管理を行った場合

- - 死亡日以前4日以上30日以下
- - 死亡日前日及び前々日
- - 死亡日
- - 入所前後に居宅を訪問し、療養指導を行った場合
- - 退所後の療養指導を行った場合
- - 主治医に情報を提供した場合
- - 退所後の居宅サービスの調整を行った場合

第４段階 - - 上記以外の方

昼   食 －
おやつ －

第１段階 - -
第２段階 - -
第３段階 - -
第４段階 - -

石鹸、歯ﾌﾞﾗｼ、ｼｬﾝﾌﾟｰ、歯磨き粉、ﾃｨｯｼｭ等を希望により提供

- - 理容日は毎週月曜日と水曜日
- - 希望者のみ

家族の迎えまでの時間等の場合
- - インフルエンザワクチン等希望者のみ
- - 死亡診断書5,500円・（各種診断書料金は内容による）

寝巻きあり - -
寝巻きなし - -

情報開示時の文書の複写等

褥瘡マネジメント加算 100円／月 -
排せつ支援加算 1,000円／月 -

300円/日

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算（Ⅰ)

-

- -

送迎加算（片道） - 184円／回
- 240円／日

-

30円／月 -
短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 240円／日 -

介護老人保健施設はまゆりケアセンター
利用料金明細(令和元年10月）

＊介護保険法に基づき、施設利用者の利用料金は要介護認定による要介護度の程度によって異なります。

＊基本料金・加算料金は、介護保険で給付される費用の１割負担分です。２割又は３割負担の方は２倍又は３倍の料金となります。（入所は負担上限あり）

＊その他の料金は、介護保険給付外の費用で、全額自己負担です。

＊定員    介護老人保健施設：９２名　　短期入所療養介護：空床利用型　　　通所リハビリテーション：１４名

項      目
介護老人保健施設 短期入所療養介護 通所

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
予防通所

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
備         考

多床室 多床室
基
 

本
 

料
 

金

要支援１ - -
介護予防給付

要支援２ - -
要介護１

通所の利用時間は 、5時間以上6時間未満となります。
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

加
 
 

算
 
 

料
 
 

金

夜勤体制加算

栄養マネジメント加算

口腔衛生管理体制加算

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算（Ⅰ)

24円／日
ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18円／日
療養食加算 6円／食 8円／食

14円／日 -

初期加算 30円／日 -
外泊時費用 362円／日 -

-栄養スクリーニング加算

重度療養管理加算 - 120円／日
入浴加算 - -

- -
短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 - -
送迎減算 - -
運動器機能向上加算 - -

経口移行加算 28円／日 -
事業所評価加算 - -

経口維持加算（Ⅰ) 400円／月 -
経口維持加算（Ⅱ) 100円／月 -
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（Ⅰ） 160円／日 -
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（Ⅱ） 820円／日 -
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（Ⅲ） 1,650円／日 -
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 450円／回 -

退所前連携加算 500円／回 -

試行的退所時指導加算 400円／回 -
退所時情報提供加算 500円／回 -

＊入所利用の場合、上記料金に介護職員処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1％加算されます。
＊通所利用の場合、上記料金に介護職員処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0％加算されます。

そ
 
 

の
 
 

他
 
 

の
 
 

料
 
 

金

食　費

第１段階 - -
世帯全員の（世帯を分離している配偶者を含む。）が市町村民
税を課税されている方で老齢福祉年金受給されている方、又は
生活保護を受給されている方

第２段階   390円／日 - -

世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市町村民
税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額と
非課税年金収入額の合計が年間８０万円以下の方で、かつ、
預貯金等が単身で1,000万円（夫婦で2,000万円）以下の方

第３段階   650円／日 - -
世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市町村民
税を課税されていない方で上記２段階以外の方で、かつ、預貯
金等が単身で1,000万円（夫婦で2,000万円）以下の方

377円／日

1,700円／日
- - 570円／食
- - 80円／食

      24～363円／枚（税込）

居住費

- -

     各段階の要件は「食費」と同じ
370円／日 370円／日
370円／日 370円／日
377円／日

200円／時
ワクチン接種代 実   費 -

日用生活品費     50円／日 30円／日
理 髪 代 １，３００円～３，０００円
私物洗濯代

死体処置料
11,000円 -

時間超過料 - -

死後の死体処置（エンゼルケア）
8,800円 -

コピー代 30円／枚

外泊時費用※在宅サービス利用時 800円／日

文書料（診断書等） 実   費 -


